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令和２年６月４日判決言渡  

平成２８年（行ウ）第２５４号 精神保健指定医指定取消処分取消請求事件（甲事

件） 

平成３０年（行ウ）第３７号 戒告処分取消請求事件（乙事件） 

平成３０年（行ウ）第１２１号 慰謝料等請求事件（丙事件） 5 

主 文 

１ 本件訴えのうち，厚生労働大臣が平成３０年３月７日付けで原告に対してし

た戒告処分の取消しを求める部分を却下する。 

２ 厚生労働大臣が平成２８年１０月２６日付けで原告に対してした精神保健指

定医の指定の取消処分を取り消す。 10 

３ 被告は，原告に対し，３３万円及びこれに対する平成３０年３月７日から支

払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

４ 原告のその余の請求を棄却する。 

５ 訴訟費用はこれを２分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担と

する。 15 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 主文２項に同旨（甲事件）。 

２ 厚生労働大臣が平成３０年３月７日付けで原告に対してした戒告処分を取り

消す（乙事件）。 20 

３ 被告は，原告に対し，１１０万円及びこれに対する平成３０年３月７日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え（丙事件）。 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

甲事件は，精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「精神保健福祉25 

法」という。）１８条１項に基づく精神保健指定医（以下「指定医」という。）
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の指定を受けていた医師である原告が，厚生労働大臣から，平成２８年１０月

２６日付けで精神保健福祉法１９条の２第２項に基づく指定医の指定の取消処

分（以下「本件指定取消処分」という。）を受けたため，本件指定取消処分は

事実誤認があるほか，本件指定取消処分の手続に違法があるなどと主張して，

本件指定取消処分の取消しを求める事案である。 5 

乙事件及び丙事件は，原告が，厚生労働大臣から，平成３０年３月７日付け

で医師法（令和元年法律第３７号による改正前のもの。以下同じ。）７条２項

１号に基づく戒告処分（以下「本件戒告処分」という。）を受けたため，本件

戒告処分は事実誤認により違法であるなどと主張して，本件戒告処分の取消し

を求めるとともに，国家賠償法１条１項に基づき，損害賠償として１１０万円10 

及びこれに対する本件戒告処分がされた日からの遅延損害金の支払を求める事

案である。 

２ 関係法令の定め等 

(1) 指定医の職務等 

ア 指定医は，精神科病院の管理者の命を受けて，①任意入院又は措置入院15 

を継続する必要があるか否かの判定（精神保健福祉法２１条３項，２９条

の５参照），②医療保護入院又は応急入院の必要があるか否か及び任意入

院が行われる状態にないか否かの判定（同法３３条１項，３３条の７第１

項参照），③入院中の者につき，隔離その他の行動の制限を必要とするか

否かの判定（同法３６条３項参照），④定期の報告に係る措置入院者又は20 

医療保護入院者の診察（同法３８条の２第１項，２項参照），⑤措置入院

者を一時退院させて経過を見ることが適当か否かの判定（同法４０条参照）

の職務を行う（同法１９条の４第１項）。 

イ 指定医は，前記アのほか，厚生労働大臣又は都道府県知事の命を受けて，

①措置入院又は緊急措置入院を必要とするか否かの判定（精神保健福祉法25 

２９条１項，２９条の２第１項参照），②移送の際の行動の制限を必要と
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するか否かの判定（同法２９条の２の２第３項，３４条４項参照），③措

置入院を継続する必要があるか否かの判定（同法２９条の４第２項参照），

④移送を必要とするか否かの判定（同法３４条１項，３項参照），⑤定期

の報告等又は退院等の請求による審査に係る入院中の者の診察（同法３８

条の３第３項，６項，３８条の５第４項参照），⑥精神科病院に対する立5 

入検査，質問及び診察（同法３８条の６第１項参照），⑦任意入院，医療

保護入院又は応急入院を継続する必要があるか否かの判定（同法３８条の

７第２項参照），⑧精神障害者保健福祉手帳の返還を命ずる際の診察（同

法４５条の２第４項参照）の職務を行う（同法１９条の４第２項）。 

ウ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関す10 

る法律（以下「医療観察法」という。）に規定する指定医療機関（病院又

は診療所に限る。）に勤務する指定医は，入院を継続して医療を行う必要

があるか否かの判定，行動の制限を行う必要があるか否かの判定，外出及

び外泊の適否の判定等を行う（同法８７条）。 

(2) 指定医の指定 15 

ア 精神保健福祉法１８条１項は，厚生労働大臣は，その申請に基づき，次

に該当する医師のうち同法１９条の４に規定する職務を行うのに必要な知

識及び技能を有すると認められる者を，指定医に指定する旨規定する。 

(ア) ５年以上診断又は治療に従事した経験を有すること（同法１８条１

項１号） 20 

(イ) ３年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること（同

法１８条１項２号） 

(ウ) 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度

の診断又は治療に従事した経験を有すること（同法１８条１項３号） 

(エ) 略（同法１８条１項４号） 25 

イ 精神保健福祉法１９条の６，精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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施行令２条の２及びその委任を受けた精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律施行規則１条１項５号は，指定医の指定を受けようとする者は，申

請書に，精神保健福祉法１８条１項３号に規定する厚生労働大臣が定める

精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験

を有することを証する書面を添えて提出しなければならない旨規定する。 5 

ウ 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第１８条第１項第３号の規

定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度」（昭和６３年４月８

日厚生省告示第１２４号〔平成２６年２月１８日厚生労働省告示第３２号

による改正前のもの〕。以下「精神科実務経験告示」という。乙２）は，

精神保健福祉法１８条１項３号所定の「厚生労働大臣が定める精神障害」10 

について，統合失調症圏，躁うつ病圏，中毒性精神障害（依存症に係るも

のに限る。），児童・思春期精神障害，症状性又は器質性精神障害（老年

期認知症を除く。），老年期認知症の６つを定めるとともに，同号所定の

「厚生労働大臣が定める程度」について，次のとおり定めている。 

(ア) 統合失調症圏，躁うつ病圏，中毒性精神障害（依存症に係るものに15 

限る。），児童・思春期精神障害，症状性若しくは器質性精神障害（老

年期認知症を除く。）又は老年期認知症のいずれかにつき，精神保健福

祉法２９条１項の規定により入院した者（以下「措置入院者」という。）

又は医療観察法４２条１項１号若しくは同法６１条１項１号の決定によ

り入院している者（以下「医療観察法入院対象者」という。）につき１20 

例以上 

(イ) 統合失調症圏につき，措置入院者，精神保健福祉法３３条１項の規

定により入院した者（以下「医療保護入院者」という。）又は医療観察

法入院対象者につき２例以上 

(ウ) 躁うつ病圏につき，措置入院者，医療保護入院者又は医療観察法入25 

院対象者につき１例以上 
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(エ) 中毒性精神障害（依存症に係るものに限る。）につき，措置入院者，

医療保護入院者又は医療観察法入院対象者につき１例以上 

(オ) 児童・思春期精神障害につき，措置入院者，医療保護入院者又は医

療観察法入院対象者につき１例以上 

(カ) 症状性又は器質性精神障害（老年期認知症を除く。）につき，措置5 

入院者，医療保護入院者又は医療観察法入院対象者につき１例以上 

(キ) 老年期認知症につき，措置入院者，医療保護入院者又は医療観察法

入院対象者につき１例以上 

エ 「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領」（厚生労働省障害

保健福祉部精神・障害保健課長通知・平成２２年２月８日障精発０２０８10 

第２号。以下「指定医事務取扱要領」という。乙３）は，２(1)において，

精神保健福祉法１８条１項３号及び精神科実務経験告示に規定する「診断

又は治療に従事した経験」については，指定医の指定申請時に提出するい

わゆるケースレポートにより，指定医として必要とされる法的，医学的知

識及び技術を有しているかについて確認するものとすることを定め，２(2)15 

ア，イ及びキにおいて，ケースレポートの対象となる患者について，次の

とおり定めている。 

「ア 精神科実務経験告示に定める８例以上の症例については，精神病床

を有する医療機関において常時勤務（中略）し，当該医療機関に常時

勤務する指定医（以下「指導医」という。）の指導のもとに自ら担当20 

として診断又は治療等に十分な関わりを持った症例について報告する

ものであり，少なくとも一週間に４日以上，当該患者について診療に

従事したものでなければならない。 

イ 原則として，当該患者の入院から退院までの期間，継続して診療に

従事した症例についてケースレポートを提出するものとすること。」 25 

「キ 同一症例について，同時に複数の医師がケースレポートを作成する
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ことは認められないものであること。」 

オ 指定医事務取扱要領は，３(1)において，指導医について，「以下の役割

を担うものとすること。」として，次のとおり定めている。 

「ア ケースレポートに係る症例の診断又は治療について申請者を指導

すること。 5 

イ ケースレポートの作成に当たり，申請者への適切な指導及びケース

レポートの内容の確認を行い，指導の証明を行うこと。」 

(3) 指定医の指定の取消し等 

ア 精神保健福祉法１９条の２第２項は，指定医が同法若しくは同法に基づ

く命令に違反したとき又はその職務に関し著しく不当な行為を行ったとき10 

その他指定医として著しく不適当と認められるときは，厚生労働大臣は，

その指定を取り消し，又は期間を定めてその職務の停止を命ずることがで

きる旨規定する。 

イ 精神保健福祉法１９条の２第３項は，同条第２項の規定により，指定医

の指定を取り消し又は期間を定めて職務の停止を命じようとするときは，15 

あらかじめ，医道審議会の意見を聴かなければならない旨規定する。 

(4) 医師免許の取消し等 

ア 医師法７条２項は，医師が同法４条各号のいずれかに該当し，又は医師

としての品位を損するような行為のあったときは，厚生労働大臣は，戒告

（１号），３年以内の医業の停止（２号）又は免許の取消し（３号）の処20 

分をすることができる旨規定し，医師法４条４号は，「前号（罰金以上の

刑に処せられた者）に該当する者を除くほか，医事に関し犯罪又は不正の

行為のあった者」を掲げている。 

イ 医師法７条の２第１項は，厚生労働大臣は，戒告又は３年以内の医業停

止処分を受けた医師又は医師免許取消処分を受け，その後再免許を受けよ25 

うとする者に対し，医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知
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識及び技能に関する研修として，再教育研修を受けるよう命ずることがで

きる旨規定し，同法３３条の２第２号は，同法７条の２第１項の規定によ

る命令に違反して再教育研修を受けなかった者は，５０万円以下の罰金に

処する旨規定する。 

(5) 行政庁が不利益処分をしようとする場合の手続 5 

ア 行政手続法１２条１項は，行政庁は，処分基準を定め，かつ，これを公

にしておくよう努めなければならない旨規定し，同条２項は，行政庁は，

処分基準を定めるに当たっては，不利益処分の性質に照らしてできる限り

具体的なものとしなければならない旨規定する。 

イ 行政手続法１３条１項（１号ロ）は，行政庁が名宛人の資格又は地位を10 

直接にはく奪する不利益処分をしようとするときは，意見陳述のための手

続として聴聞の手続を執らなければならない旨規定する。 

ウ 行政手続法１５条１項は，行政庁は，聴聞を行うに当たっては，聴聞を

行うべき期日までに相当な期間をおいて，不利益処分の名宛人となるべき

者に対し，予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項，不利15 

益処分の原因となる事実，聴聞の期日及び場所等を書面による通知をしな

ければならない旨規定し，同条２項（１号）は，同書面においては，聴聞

の期日に出頭して意見を述べ，及び証拠書類又は証拠物を提出することが

できることを教示しなければならない旨規定する。 

エ 行政手続法２０条１項は，主宰者（聴聞を主宰する者をいう。同法１７20 

条１項参照）は，最初の聴聞の期日の冒頭において，行政庁の職員に，予

定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因とな

る事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない旨規定

し，同条２項は，当事者又は参加人は，聴聞の期日に出頭して，意見を述

べ，及び証拠書類等を提出し，並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に25 

対し質問を発することができる旨規定する。 



 

8 
 

オ 行政手続法２４条１項は，主宰者は，聴聞の審理の経過を記載した調書

を作成しなければならない旨，同条２項は，前項の調書は，聴聞の期日に

おける審理が行われた場合には各期日ごとに，当該審理が行われなかった

場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない旨，同条３項は，

主宰者は，聴聞の終結後速やかに，不利益処分の原因となる事実に対する5 

当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を

作成し，同条１項の調書とともに行政庁に提出しなければならない旨，同

条４項は，当事者又は参加人は，同条１項の調書及び同条３項の報告書の

閲覧を求めることができる旨規定する。 

３ 前提事実 10 

以下の事実は，当事者間に争いがないか，掲記の各証拠（枝番のあるものは

特記しない限り全枝番を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨により容易に認

めることができる。 

(1) 原告 

ア 原告は，平成９年３月にＡ大学医学部を卒業し，同年４月から同大学精15 

神医学教室の研修医となり，同月２２日，医師免許を取得した。原告は，

平成１１年４月に同大学大学院に入学し，平成１５年３月に卒業した後，

同年４月から同大学院精神機能病態学助手，平成１８年１１月から同学内

講師，平成２０年１月から同講師として勤務するとともに，同大学附属病

院精神神経科（以下「本件病院」という。）において診療に従事し，同年20 

４月からＢ病院の診療部長として勤務するとともに，上記大学精神医学教

室の客員講師となり，平成２２年５月から上記医療法人の理事長及び上記

病院の院長となった。（甲１，２３，６４の２，６５） 

イ 原告は，平成１８年６月１６日，厚生労働大臣から指定医の指定を受け

た（甲２）。 25 

(2) 原告のケースレポートへの署名 
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原告は，Ｃ医師が平成２３年６月２４日付けで行った指定医の指定の申請

の際に提出した第５症例（以下「本件症例」という。）のケースレポート（以

下「本件ケースレポート」という。）の「ケースレポートの証明」の項目の

「このケースレポートは，私が常勤として勤務したＡ大学附属病院において，

上記期間中私の指導のもとに診断又は治療を行った症例であり，内容につい5 

ても，厳正に確認したことを証明します。」との記載の下の「指導医署名」

欄に署名した（以下「本件証明行為」という。）。なお，本件症例は，平成

１８年６月１３日から同年７月１２日までの間，同病院に医療保護入院とし

て入院した患者（以下「本件患者」という。）の診療に従事したとする症例

であり，同患者は，同日から任意入院となって入院を続け，同年１０月１日10 

に退院した（以下，本件患者の任意入院中における診療に関するものも含め

て「本件症例」ということがある。）。（以上につき，甲１９，乙１３） 

(3) 本件指定取消処分及びその手続 

ア 厚生労働大臣は，平成２８年７月２０日付けで，原告に対し，「予定さ

れる処分の内容」を指定医の指定の取消し又は職務の停止，「根拠となる15 

法令の条項」を精神保健福祉法１９条の２第２項，「処分の原因となる事

実」をＣ医師が指定医の指定の申請の際に提出した本件ケースレポートの

対象症例である本件症例につき，同医師自ら担当として診断又は治療等に

十分な関わりを持った症例とは認められないところ，原告は，同医師の指

導医として，本件ケースレポートに署名していることが，同法１９条の２20 

第２項所定の「その他指定医として著しく不適当と認められるとき」に抵

触すると考えられることなどとし，「聴聞の期日」を同年８月１２日午前

１０時からとする旨を通知した（甲２２）。 

イ 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課の厚生労働事務官は，平

成２８年８月１５日，聴聞の主宰者として，原告及びその代理人出頭の下，25 

原告に対する聴聞（以下「本件聴聞」という。）を実施した（甲２３）。 
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ウ 原告は，同日，本件聴聞の終了後，聴聞の審理の経過を記載した調書及

び主宰者の意見を記載した報告書（以下「聴聞調書等」という。）の閲覧

を求めたところ，厚生労働省の職員は，本件指定取消処分がされた平成２

８年１０月２６日までに聴聞調書等の閲覧をさせることはなかった。 

エ 厚生労働大臣は，平成２８年１０月２５日，医道審議会に対し，精神保5 

健福祉法１９条の２第３項に基づき，原告を含む８９名の指定医に対する

指定の取消し又は職務の停止の処分について，意見を求めたところ，医道

審議会は，翌２６日，原告について，「指定医の指定取消しを行うことが

妥当である」との答申をした（乙９，１０）。 

オ 厚生労働大臣は，平成２８年１０月２６日，同日付けで，原告に対し，10 

Ｃ医師が申請者として指定医の指定申請時に提出した本件ケースレポート

は，その対象となった症例に係る診療録，その他病院からの提出書類の内

容を勘案した結果，申請者自身が担当として診断又は治療に十分な関わり

を持った症例とは認められず，この事実から，原告は，申請者がケースレ

ポートを作成する際の指導・確認という指導医の責務を怠り，精神保健福15 

祉法１８条１項の要件を満たさない申請について要件を満たすものと誤認

させ，不適切な指定医の指定を招いたと認められるとし，これは，同法１

９条の２第２項に規定する「指定医として著しく不適当と認められるとき」

に該当するとして，指定医の指定の取消処分（本件指定取消処分）をした

（甲２）。 20 

(4) 本件戒告処分 

ア 厚生労働大臣は，平成３０年３月５日，医道審議会に対し，医師法７条

４項に基づき，原告を含む３７名の医師に対する戒告処分又は医業の停止

処分について意見を求めたところ，医道審議会は，同月７日，原告につい

て，戒告処分が妥当であるとの答申をした（乙３１，３２）。 25 

イ 厚生労働大臣は，平成３０年３月７日，同日付けで，原告に対し，指定
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医の指定の申請に当たり，申請者がケースレポートを作成する際の指導・

確認という指導医の責務を怠り，Ｃ医師の本件ケースレポートに署名をし

たこと（医師法４条４号に規定する医事に関する不正の行為）を理由とし

て，医師法７条２項１号の規定に基づき戒告処分（本件戒告処分）をした

（甲６６）。 5 

(5) 再教育研修 

厚生労働大臣は，平成３０年３月２３日付けで，原告に対し，医師法７条

の２第１項所定の再教育研修を受けるよう命じ，原告は，同月２４日，再教

育研修を受講し，同月２８日，その旨医籍に登録された（乙３７，３８）。 

(6) 本件訴えの提起等 10 

原告は，平成２８年１１月２４日，本件指定取消処分の取消しを求めて訴

え（甲事件）を提起し，平成３０年３月１２日，本件戒告処分の取消しを求

めて訴え（乙事件）を提起し，同年６月２２日，本件戒告処分を原因とする

損害賠償金及びその遅延損害金の支払を求める訴え（丙事件）を追加した（顕

著な事実）。 15 

第３ 争点 

１ 本件指定取消処分取消請求の争点 

(1) 本件指定取消処分の実体上の違法事由 

ア 本件指定取消処分についての裁量の範囲等 

イ 精神保健福祉法１９条の２第２項の「指定医として著しく不適当と認め20 

られるとき」に該当するとした判断の適否 

(ア) 指定医事務取扱要領２(2)アの「自ら担当として診断又は治療等に十

分な関わりを持った症例」との要件（以下「十分な関わり要件」という。）

の意義 

(イ) Ｃ医師の本件症例への関わりの程度と十分な関わり要件該当性 25 

(ウ) 本件証明行為をもって「指定医として著しく不適当と認められると
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き」に該当するとした判断の適否 

ウ 本件指定取消処分を選択した判断の適否 

(2) 本件指定取消処分の手続上の違法事由 

ア 処分基準の非公表 

イ 聴聞期日における聴聞通知書に記載されていない事実の追加 5 

ウ 原告が提出した陳述書等の資料を勘案しなかったこと 

エ 聴聞手続における質問に対する回答の拒否 

オ 聴聞調書等を閲覧する機会の侵害 

２ 本件戒告処分取消請求の争点 

(1) 本件戒告処分取消請求の訴えの利益（本案前の争点） 10 

(2) 本件戒告処分の実体上の違法事由 

(3) 本件戒告処分の手続上の違法事由 

３ 国家賠償請求の争点 

本件戒告処分の国家賠償法上の違法性の有無等 

第４ 争点に関する当事者の主張 15 

１ 本件指定取消処分取消請求の争点について 

(1) 本件指定取消処分の実体上の違法事由 

ア 本件指定取消処分についての裁量の範囲等 

（原告の主張） 

裁量権の逸脱又は濫用の有無を判断するに当たっては，当該処分の性質20 

により，裁量の広狭が異なることを考慮することが重要であり，当該処分

の内容や判断過程について，いかなる要素を重視すべきかについて，十分

に検討すべきである。 

この点，精神保健福祉法１９条の２第２項による指定医の指定の取消し

又は職務の停止の処分が処分対象者の職務の制限及び経済的な損失を与え25 

るものであることや精神病患者に対する損害を与え得ることは，裁量の範
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囲を制限する根拠となる。 

（被告の主張） 

精神保健福祉法１９条の２第２項は，指定医の指定の取消し又は職務の

停止に係る処分事由として，同法又は同法に基づく命令に違反したときと

いう事由に加え，規範的な評価を要する事由を掲げた上で，これらの事由5 

が認められるときは，上記の各処分をすることができると定めており，被

処分者が上記の規範的な処分事由に該当するか否か及びこれらの処分事由

が認められる場合に指定の取消し又は職務の停止のいずれかの処分を選択

するかについては，法令上具体的な基準が定められていないことからする

と，厚生労働大臣の合理的な裁量に委ねられているものと解される。そう10 

すると，厚生労働大臣がその裁量権の行使としてした指定医の指定取消処

分は，それが社会通念上著しく妥当性を欠いて裁量権の範囲を逸脱し又は

これを濫用したものと認められるものでない限り，その裁量権の範囲にあ

るものとして違法とならないものというべきである。 

そして，同処分事由は，法令上の義務等に違反した場合のみに該当する15 

のではなく，いわば道義的な役割・責務や職業倫理に背いた場合にも該当

すると判断されることはあり得る。 

イ 精神保健福祉法１９条の２第２項の「指定医として著しく不適当と認め

られるとき」に該当するとした判断の適否 

(ア) 十分な関わり要件の意義 20 

（原告の主張） 

精神保健福祉法１８条１項３号の趣旨を踏まえると，十分な関わり要

件とは，指定医の職務を行う上で指定医の指定を申請する医師（以下「申

請医」という。）が必要な知識及び技能を得ることができたといえる程

度に実質的な関わりをもった症例をいうものと解すべきである。 25 

また，ここにいう「診断又は治療等」とは，狭義の診察や投薬といっ
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た治療行為を指すのではなく，実質的に指定医の職務を行う上で必要な

知識及び技能を得ることができる経験を含むものといえる。 

被告の主張は，「主担当」という精神保健福祉法にも指定医事務取扱

要領にもない要件を加重するものであって，不当であるが，結局のとこ

ろ，十分な関わりのある者を「主担当」と言い換えているだけである。 5 

（被告の主張） 

厚生労働大臣が，申請医が指定医の職務を行うのに必要な知識，技能

を有するかを判断するに当たっては，ケースレポートのみで確認すると

していることからすると，ケースレポートに記載する症例が十分な関わ

り要件に該当するためには，申請医が当該疾病に関する必要な知識，技10 

能を有することが確認できる程度に，主担当の医師として直接に患者と

接し，入院から退院まで継続的に，質的にも量的にも十分な診断，治療

等を行ったものと認定することができる症例であることが必要であるこ

とは明らかである。なお，ここでいう「主担当」とは，特定の患者に対

する診断又は治療について複数の医師が関与している場合に，申請者が15 

他の医師の役割と比較して補助的な役割でないことを要求する趣旨であ

る。 

また，精神保健福祉法１８条１項３号が，申請医が従事していなけれ

ばならない経験の対象を「診断又は治療」として限定していることなど

からすれば「診断又は治療等」の「等」に含まれるような，症例検討会20 

等への参加等，診断や治療に付随する関わりを主として持っていたにす

ぎない場合や，主担当としてではなく主担当に指導，助言をするなど補

助的な立場で診断や治療に関わっていたにすぎない場合は，十分な関わ

り要件に該当しない。 

そして，以上のことは，複数の医師が同一症例に関与する場合（チー25 

ム医療）においても何ら変わりはない。 
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(イ) Ｃ医師の本件症例への関わりの程度と十分な関わり要件該当性 

（原告の主張） 

ａ 立証責任の所在 

本件の性質に鑑みれば，Ｃ医師の関与の程度については被告が立証

責任を負うべきである。 5 

ｂ 事実認定のあり方 

医師法２４条は，補助者を使用して診療録を記載させることを否定

するものではなく，複数名で主治医態勢を組むチーム医療に係る本件

症例については，診療録に記載がないことを重視すべきではない。関

係者の陳述等も含め，総合的に事実認定をすべきである。 10 

診療録の記載により十分な関わり要件該当性を判断するという事前

の指導等はなく，診療録の記載をもって十分な関わり要件該当性を判

断するのは不意打ちである。 

ｃ Ｃ医師の関与の程度及び当てはめ 

本件症例の患者が入院した当時，本件病院では，講師又は助教，後15 

期専攻医又は前期専攻医，研修医など複数名で主治医態勢を組むこと

が一般的であり，このように上級医と下級医が診療を共に行う「屋根

瓦方式」が採用されていた。同方式の下では，診察した医師がそれぞ

れ患者の状況を他の医師と共有しながら主治医全体で把握し，治療方

針等を議論していた。 20 

本件症例は，症例数が少なく，身体的な問題がある症例であったた

め，原告，Ｃ医師以外に５名の医師が主治医として関わっていた。Ｃ

医師は，原告に次ぐ立場にあり，本件症例と同じアルコール依存症の

治療経験を有していたことから重要な役割を担っており，下級医を指

導する立場にあった。 25 

一般的に，入院時には主治医が入院サマリーを作成し，その後，症
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例検討会で患者の状況や治療方針などが議論されていたところ，本件

症例の入院サマリーにはＣ医師の名が記載されており，Ｃ医師は，症

例検討会にも参加していた。 

入院中の診察についても，診療録は下級医が記載したが，Ｃ医師も

下級医と共に診察を行っていた。本件症例において，Ｃ医師は，平成5 

１８年６月２２日及び同年７月１２日に診療録の記載を行っている

が，それ以外の場合にも下級医と共に診察を行っていた。また，平日

夕方には全医師が参加して行われるミーティングが開かれており，本

件症例についても議論がされたところ，Ｃ医師もそのほとんどに加わ

っていた。 10 

一般的に，退院時には，退院サマリーを作成し，症例検討会でその

内容が発表され，討議がされていたところ，本件症例の退院サマリー

にはＣ医師の名が記載され，Ｃ医師は症例検討会にも参加していた。 

以上のとおり，Ｃ医師は，本件症例の患者の状況を適宜把握し，治

療方針を検討することで，指定医としての職務を行う上で必要な知識15 

と技能を得る上で十分な関わりを持っていた。したがって，本件症例

が「十分な関わり要件」を満たすことは明らかである。 

（被告の主張） 

ａ 立証責任の所在 

本件指定取消処分は裁量処分であるから，裁量権の範囲の逸脱又は20 

その濫用があることの立証責任は，原告が負う。 

ｂ 事実認定のあり方 

医師には診療録の記載義務があること（医師法２４条）等からすれ

ば，診断又は治療に十分な関わりがあったかは，原則として診療録の

記載内容から判断されるべきである。ただし，これは，診療録以外の25 

記録から十分な関わり要件該当性を判断することを否定するものでは
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ない。 

ｃ Ｃ医師の関与の程度及び当てはめ 

本件症例の患者の入院期間は約４週間であるところ，その診療録中，

Ｃ医師による記載は１回しかなく，他の医師の記載回数に比して明ら

かに少ない。また，関係者の陳述を踏まえても，Ｃ医師は，飽くまで5 

も下位の医師に対する指導，助言など補助的な立場から本件症例に関

わっていたにすぎない。したがって，Ｃ医師の関与の程度は希薄であ

り，本件症例は十分な関わり要件を満たさない。 

(ウ) 本件証明行為をもって「指定医として著しく不適当と認められると

き」に該当するとした判断の適否 10 

（原告の主張） 

本件症例は十分な関わり要件を満たすから，本件証明行為は適切なも

のであるが，仮に本件症例が十分な関わり要件を満たさないとしても，

以下の点に照らすと，本件証明行為をもって「指定医として著しく不適

当と認められるとき」に該当すると判断することは不当であり，裁量権15 

の範囲の逸脱又はその濫用により違法である。 

ａ 「指定医として著しく不適当と認められるとき」の解釈については，

その具体例として，指定医の職務に関し精神障害者の人権を侵害した

場合等が挙げられており，このような具体例に準ずる程度の不当性が

必要というべきである。 20 

ｂ 指定医事務取扱要領において，ケースレポートの作成に関して指導

医に求められていたのは，「ケースレポートの作成に当たり，申請者

への適切な指導及びケースレポートの内容の確認を行い，指導の証明

を行うこと」であり，ケースレポートの内容に誤りがあるかの確認を

超えて，申請者が指定医の要件を満たすことを証明することではない。 25 

原告は，本件症例について，自ら診察を行うなどして関与しており，
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Ｃ医師が本件症例の症例検討会に参加していたことや実際に診察を行

っていたことを記憶しており，平日のほとんど毎日本件症例に実質的

に関与していたことを認識していたのであって，その関与が十分なも

のと判断していた。また，原告は，Ｃ医師が本件症例によって，指定

医として必要とされる法的，医学的知識及び技術の習得に足りるもの5 

であったことを十分に認識していた。 

したがって，Ｃ医師が本件症例を通じて，指定医として必要とされ

る法的，医学的知識及び技術を取得したものと判断してした本件証明

行為は合理的なものであり，仮に，事後的に基準を満たさない不十分

な症例への証明行為であったと判断されたとしても，そのことをもっ10 

て，上記で述べた程度の不当性があるとされるべきではない。 

ｃ 行政庁は，処分基準を定め，かつこれを公にしておくよう努めなけ

ればならず（行政手続法１２条１項），処分基準を定めるに当たって

は，不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなけれ

ばならない（同条２項）とされているが，厚生労働省は，原告が本件15 

証明行為を行った時点で，十分な関わり要件の該当性の判断について，

何ら具体的な基準を公表していなかった。このような処分の予測可能

性を持つことができない状況の下では，個々の指導医の判断に一定の

裁量が認められるべきである。 

（被告の主張） 20 

ａ 指定医として必要とされる知識，技術及び資質は，先輩指定医であ

る指導医による適切な指導によって習得するものであり，精神保健福

祉法における指導医制度は，このような方法により，指定医の指定の

申請をしようとしている者が指定医としての基礎的条件を充足するこ

とができるよう，指導医に積極的な役割を担わせたものといえる。ま25 

た，厚生労働大臣がケースレポートの記載内容のみで，個々の申請者
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の資質を事細かに判断するのはおよそ困難であり，むしろ，的確な判

断材料を供し得る指導医の地位に着目し，ケースレポートの証明欄に

指導医が自署するものとされている。このような理由から，指導医は，

指定医制度の趣旨を実現するために欠かせない重要な役割を担ってい

るといえる。 5 

そして，指導医は，指定医の身分を有することを前提とした上で，

指定医の指定の申請をしようとする者に対して指導を行うものである

し，精神障害者の人権確保を図るという指定医制度の趣旨に鑑みれば，

上記指導医の役割は，指定医の職務の在り方として当然に導かれるも

のというべきである。 10 

ｂ 原告は，Ｃ医師の指導医でありながら，同医師が診断又は治療に十

分な関わりを有していない症例が記載されたケースレポートにつき，

ケースレポートを作成する際の適切な指導を怠った上，実際の事実と

は異なる事実につき指導医としての証明を行ったのであり，その結果，

本来は指定医の指定の要件を満たしていないＣ医師が指定医の指定を15 

受けるという重大な事態を招いているのであるから，このような原告

の行為は，指定医制度の趣旨を没却するものであり，その趣旨を潜脱

する申請者の行為を助長し，実質的に加担するものである。また，こ

れを漫然と放置すれば，更に同様の事態を招くなど患者の人権侵害の

高度の危険を生じさせることとなる。 20 

そうすると，本件証明行為における原告の指導医としての責務懈怠

をもって，「指定医として著しく不適当と認められるとき」に該当す

るとした厚生労働大臣の判断に，裁量権の範囲の逸脱又はその濫用は

ない。 

ｃ なお，指定医の指定を申請する者が，十分な関わり要件を満たさな25 

いことによって，直ちに精神保健福祉法１８条１項３号の要件を満た
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さないことになるわけではないが，指定医事務取扱要領が，厚生労働

大臣に委ねられた指定医の指定における裁量判断を実質化する観点か

ら詳細な審査基準を定めたものであることから，同取扱要領が定める

要件を満たさないことは，精神保健福祉法１８条１項３号の要件や同

法１９条の４に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有する5 

と認められないことを推認させるものである。 

そして，指定医事務取扱要領は，精神科実務経験告示に定める８例

以上の症例の経験に関し，ケースレポートによる確認を行うこととし，

対象となる症例につき，精神保健福祉法１８条１項３号及び精神科実

務経験告示の趣旨を踏まえた要件を充足する症例であることを求めて10 

いるから，ケースレポートは，申請者が指定医の指定要件を充足して

いるかどうかを判定するための重要な資料となり，それが提出される

ことによって，申請者が指定医の指定要件を充足していることを初め

て判定できるのである。そこで，十分な関わり要件を満たさない症例

に関するケースレポートを提出することは，指定医の職務を行うのに15 

必要な知識及び技能を有しない医師が指定医に指定され，人権制約を

伴う措置入院等に係る事態を招くことになる。 

ウ 本件指定取消処分を選択した判断の適否 

（原告の主張） 

(ア) 処分基準の不合理性 20 

本件指定取消処分にあたっては，「診療録への記載が週１回未満」と

いう処分基準が用いられたが，このような処分基準は事前に公表されて

いなかったし，その内容も不合理であるから，このような処分基準に基

づく本件指定取消処分は違法である。 

(イ) 考慮すべき事情の範囲，内容等 25 

本件指定取消処分による精神病患者への実害を把握するため，原告の
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指定医業務としての実績が考慮されなければならないし，地域医療に与

える影響も考慮されなければならないのに，厚生労働大臣は，これらを

十分に考慮せずに当該処分を行った。 

本件指定取消処分は，処分時から５年以上前の本件証明行為を問題に

するものであるところ，時の経過により，応報目的が弱まることや，証5 

拠及び記憶の消失によって防御権が十分に行使できなくなることから，

処分の相当性が弱まることが考慮されるべきであった。 

また，行政機関が事前に開示した情報や指導内容から不意打ちの処分

とならないか，処分基準が適正であるかについても考慮に入れて裁量の

逸脱，濫用となるかが判断されるべきである。 10 

（被告の主張） 

(ア) 処分基準の不合理性について 

「診療録への記載が週１回未満」というのは，原告を含む８９名の指

定医の指定取消処分をしたことについて，その経緯ないし考え方を分か

りやすく示したものにすぎず，指定取消しの処分基準ではない。 15 

(イ) 考慮すべき事情の範囲，内容等 

原告が考慮すべきとする事情は，考慮すべき事情でないか，原告の主

張との関連が不明であるか，前提を欠くものである。 

原告は，処分に当たり，指定医としての職務を行えなくなることによ

り生ずる損害や地域医療に対する影響，指定医としての過去の実績を考20 

慮すべきと主張するが，精神保健福祉法は，指定医として著しく不適当

と認められる者に指定医としての職務を行わせることを予定していない

のであるから，原告の主張には理由がない。また，問題とされる行為か

ら相当期間が経過していることを考慮すべきとも主張するが，指定医の

指定の取消しは，患者の人権保障等を図る観点から行われるものである25 

から，仮に問題とされる行為から相当期間が経過していても，指定の取



 

22 
 

消しの必要性が低下することはなく，かかる主張には理由がない。 

(2) 本件指定取消処分の手続上の違法事由 

ア 処分基準の非公表 

（原告の主張） 

本件指定取消処分は，指定医の指定の申請に係る一斉調査が行われた中5 

でされたところ，別の症例に対する調査等から，「診療録への記載が週１

回未満」であったことが処分基準として用いられたことは明らかである。 

精神保健福祉法１９条の２第２項の「その他指定医として著しく不適当

と認められるとき」という要件については，確かに一般的な基準を定める

ことは困難であるが，行政手続法１２条１項の趣旨が不意打ち的な処分を10 

しないことにあることからすると，行為規範としてできる限り基準を示し

ておくべきであり，その基準を明示しなかったのであれば，行政手続法１

２条１項又はその類推適用により，当該処分が違法になると解すべきであ

る。 

本件指定取消処分は，原告が本件症例についてＣ医師の指導医としてケ15 

ースレポートの作成指導，証明行為が著しく不適切であったとしてされた

処分であるから，その行為規範である十分な関わり要件について，基準を

明確化する必要があった。原告は，事前に「診療録への記載が週１回未満」

という基準が定められていれば，その基準を満たさない症例を申請のため

のケースレポートとして認めることはなかったはずである。 20 

そのような基準を設けること自体は容易であったのに，それを明示せず

に用いた本件指定取消処分は，行政手続法１２条１項に反するものとして

違法というべきである。 

（被告の主張） 

十分な関わり要件は，指定医事務取扱要領で明確かつ具体的に定められ25 

た上，同取扱要領は公表されている。 
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他方，精神保健福祉法１９条の２第２項に係る処分基準は定められては

いないものの，行政手続法１２条１項は，努力義務を規定するにとどまる

のであって，処分基準が定めていないからといって，直ちに処分が取り消

されるべき違法があるとはいえない。 

なお，原告は，厚生労働大臣が「診療録への記載回数が，週１回未満の5 

者」という基準を設けて判断した旨主張するが，それは処分基準などでは

ないから，原告の主張は前提を誤るものであり，理由がない。 

イ 聴聞期日における聴聞通知書に記載されていない事実の追加 

（原告の主張） 

厚生労働省は，本件聴聞の期日において，不利益処分の原因となる事実10 

に，聴聞の通知書（甲２２）に記載されていない「医師法２４条１項にお

いて，医師は，診療をしたときは，遅滞なく診療に関する事項を診療録に

記載しなければならないとされる。」という事実を追加した。 

厚生労働大臣は，処分基準に関わる重要な事実を聴聞の通知書に記載せ

ず，原告の防御の機会を奪ったまま本件指定取消処分をしたのであり，行15 

政手続法１５条１項及び同法２０条１項に違反し，違法である。 

（被告の主張） 

本件指定取消処分の理由は，原告が指導医として署名した本件ケースレ

ポートについて，申請者自身が担当として診療又は治療に十分な関わりを

持った症例とは認められなかったという事実を原因とするものであり，原20 

告が追加したとする事実は，不利益処分の原因となる事実ではないから，

本件聴聞の期日において，不利益処分の原因となる事実を変更したもので

はない。 

ウ 原告が提出した陳述書等の資料を勘案しなかったこと 

（原告の主張） 25 

厚生労働大臣は，本件指定取消処分に係る命令書において，判断に利用
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した資料を明記しているところ，原告が提出した陳述書等の資料は含まれ

ていない。また，かかる陳述書等を勘案すれば，本件指定取消処分をしな

いと判断すべきであるし，そうでなくても追加調査してしかるべきであっ

たのにしていないのであって，これらの資料を勘案せずに本件指定取消処

分をしたことは明らかである。 5 

このことは，原告に証拠提出権を保障した行政手続法２０条２項に反し，

違法である。 

（被告の主張） 

厚生労働大臣は，本件指定取消処分に当たり，原告が提出した資料等も

踏まえて判断したのであって，原告の主張は，単に，命令書の記載に「陳10 

述書」の文字が記載されていないことを論難するにすぎない。 

エ 聴聞手続における質問に対する回答の拒否 

（原告の主張） 

原告は，本件聴聞の手続において，主宰者の許可を得て質問を発したが，

厚生労働省の職員は，直ちに回答せず，約２か月後に回答書を送付したも15 

のの，「予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令並びにその原因

となる事実に係る質問には該当しないため，回答は差し控える」（甲６）

として，回答を拒否した。 

しかしながら，いずれも「予定される不利益処分の内容及び根拠となる

法令並びにその原因となる事実」に係る質問であり，原告が防御権を行使20 

する上で重要な事項であった。 

厚生労働大臣は，合理的な理由なく質問を拒否し，本件指定取消処分を

したのであるから，行政手続法２０条２項に反し，違法である。 

（被告の主張） 

行政庁の職員が当事者の質問に対して回答しなければならないのは，行25 

政庁の職員が負うべき説明義務の範囲，すなわち「予定される不利益処分
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の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実」（行政手続

法２０条１項）に係る質問に限られるというべきである。 

本件における原告の質問は，いずれも指定医事務取扱要領の意味ないし

行政解釈に関するものや，医師法２４条１項の行政解釈に関するもの，聴

聞対象者の選定基準に関するものなど，上記説明義務の範囲に係る質問と5 

は直接関係しない事項であるから，本件聴聞の手続における原告からの質

問に対する対応につき，行政手続法２０条２項の違反があるとはいえない。 

オ 聴聞調書等を閲覧する機会の侵害 

（原告の主張） 

原告は，平成２８年８月１５日，本件聴聞の期日の終了後に聴聞調書等10 

の閲覧を求めたが，厚生労働省は，医道審議会が開かれた同年１０月２６

日までに，それらの閲覧をさせなかった。行政手続法２４条４項が聴聞調

書等の内容の適正さを確保し，聴聞における手続の手続的権利の保障を図

るために閲覧を認めた趣旨からすれば，どれだけ遅くても処分が決定され

る前には閲覧が認められるべきである。また，聴聞調書等は，速やかに作15 

成することが求められており（行政手続法２４条２項，３項），それらの

作成に２か月半もかかるはずもないのであるから，処分前の閲覧を拒否す

るために作成を遅らせたものと考えざるを得ない。 

以上から，厚生労働大臣が，原告の聴聞調書等の閲覧権を侵害したこと

は明らかであり，その違法性は著しいといえる。 20 

（被告の主張） 

行政手続法２４条４項は，聴聞手続の透明性の確保や，当事者の手続的

権利の保障，処分後における争訟の便宜のために，当事者に聴聞調書等の

閲覧権を認めているのであって，処分の名宛人となるべき者に対し，聴聞

手続ないし処分に至るまでの間に反論の機会を保障するための規定ではな25 

い。 
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したがって，処分前に，当事者に聴聞調書等の閲覧をさせなければなら

ないとはいえない。 

また，本件においては，平成２８年８月８日から同月１５日までの間に

おいて，８９名以上という多数の者への聴聞を並行して行っていたために，

聴聞調書等の数が膨大であったなどの事情から，その作成に２か月以上の5 

期間を要したのであって，時間を要したことには合理的な理由がある。 

以上より，本件聴聞の聴聞調書等の閲覧手続について，閲覧権の侵害が

あったとはいえず，原告の主張は理由がない。 

２ 本件戒告処分取消請求の争点 

(1) 本件戒告処分取消請求の訴えの利益（本案前の争点） 10 

（原告の主張） 

処分の性質や侵害の程度，被処分者の地位等によっては単なる金銭賠償よ

り，処分それ自体の取消しを通じてその違法を宣言する方がより有効適切で

あり，かつ法感情に適合する場合，又は処分が法律上，名誉，社会的信用と

いう人格的利益の低下を当然に予想した処分であり，その効果が残存してい15 

るといえる場合には，訴えの利益が認められるべきである。 

原告は，本件戒告処分により，甚大な名誉・社会的信用の侵害を被り，仮

に国家賠償請求によって金銭的な填補がされてもこれを完全に回復すること

ができず，処分の取消しを認めるのが有効適切であり，医師法の趣旨に沿っ

て，本件戒告処分を受けた原告の氏名が公表されているところ，本件戒告処20 

分は，法律上の効果として，原告の社会的信用を低下させることが予定され

ていたものであった。 

以上より，本件戒告処分を取り消す法律上の利益があるといえるから，訴

えの利益が認められるべきである。 

被告が引用する判決（最高裁平成１５年３月１１日第三小法廷決定・裁判25 

集民事２０９号１５５頁）は，弁護士に対する日本弁護士連合会による戒告
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処分に関する判断で，本件戒告処分と異なる処分であり，かつ判断内容も執

行停止の申立てにおいて回復困難な損害がないことの理由中で指摘したもの

にすぎず，本件には射程が及ばない。 

（被告の主張） 

医師に対する戒告処分は，被処分者である医師としての資格や医業の継続5 

等に制限を加えるものではない上，当該医師に告知された時にその効力が生

じ，告知によって完結する（最高裁平成１５年３月１１日第三小法廷決定・

裁判集民事２０９号１５５頁参照）。 

そのため，本件戒告処分は，原告に対し，告知された時点で完結し，その

効力が消滅したと認められるところ，原告は，本件戒告処分を受けたことに10 

より，医師としての資格や医業の継続等に何らの制限も加えられない。また，

医師法には，処分を受けたことを将来の処分の加重事由とするなどの不利益

取扱いを認める規定は存しない。 

以上に照らすと，原告には，本件戒告処分の法的効果を除去することによ

って回復すべき権利又は法律上の利益は存在していないと認められるから，15 

本件戒告処分取消しの訴えは，訴えの利益が認められない。 

(2) 本件戒告処分の実体上の違法事由 

（原告の主張） 

ア 本件戒告処分は，本件指定取消処分と同一の事実関係を根拠として，原

告がＣ医師の本件ケースレポートに署名をしたことについて，医師法４条20 

４号にいう「医事に関し…不正の行為のあった者」に該当するとしてされ

たものである。 

イ 前記１(1)イ(ア)及び(イ)の各（原告の主張）で主張するとおり，本件症

例は，十分な関わり要件を満たすから，本件証明行為は適切なものである。 

ウ また，仮に本件症例が十分な関わり要件を満たさないとしても，本件戒25 

告処分は，本件指定取消処分において，本件証明行為が「その他指定医と
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して著しく不適当と認められるとき」に当たるとされたことを前提として

いるところ，前記１(1)イ(ウ)の（原告の主張）のとおり，本件証明行為が

「その他指定医として著しく不適当と認められるとき」に該当するとはい

えず，ひいては，医師法４条４号の「医事に関し…不正の行為」に該当し

ない。 5 

エ 本件戒告処分は，前記１(1)ウの各（原告の主張）での主張と同様に，不

合理な処分基準が用いられ，考慮すべき事情を考慮せずにされた。 

オ 以上より，本件戒告処分は違法である。 

（被告の主張） 

争う。 10 

(3) 本件戒告処分の手続上の違法事由 

（原告の主張） 

本件指定取消処分については，前記１(2)の各（原告の主張）のとおり，手

続上の違法があるところ，本件戒告処分は，本件指定取消処分の原因となる

事実と同一の事実について，原告への制裁として同一の目的のために重ねて15 

行われる不利益処分である。したがって，本件指定取消処分と後行する本件

戒告処分は一体として行われたものといえ，前記の本件指定取消処分の手続

上の違法は，本件戒告処分にも承継され，同様に取り消されるべきである。 

（被告の主張） 

争う。 20 

３ 国家賠償請求の争点 

 本件戒告処分の国家賠償法上の違法性の有無等 

（原告の主張） 

(1) 本件戒告処分の違法性は，前記２の各（原告の主張）のとおりである。 

(2) 原告は，本件戒告処分時において，本件指定取消処分を求める訴えを提起25 

しており，同訴訟において提出した資料も含めて，本件戒告処分を行うか否
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かを判断する上で判断資料とすることができたところ，原告が医師法４条４

号の「医事に関し…不正の行為」を行ったものといえないことは明らかであ

った。また，厚生労働大臣は，本件戒告処分がされ，公表されることなどに

より，原告が損害を被ることは認識し得た。 

これらの事情のもとで，厚生労働大臣は，本件戒告処分をしたのであるか5 

ら，故意又は過失があったことは明らかである。 

(3) 本件戒告処分は，全国的に公表され，原告が受けた名誉，信用棄損は甚大

である。また，原告は，本件戒告処分を受けたことを理由に再教育研修命令

を受けざるを得ず，精神的苦痛を負った。 

原告が被った有形，無形の経済的な損害及び精神的苦痛に伴う慰謝料は，10 

１００万円を下らず，弁護士費用については１０万円を下らない。 

（被告の主張） 

(1) 国家賠償法１条１項にいう「違法」が認められるためには，公務員が，権

利又は法益を侵害された個別の国民との関係において順守すべき職務上の法

的義務を負っていることを前提とし，かかる法的義務に違反したことが認め15 

られる必要がある。 

(2) 医師法７条２項に基づく処分の要否及び内容については，厚生労働大臣の

合理的な裁量に委ねられているところ，本件戒告処分は，原告が，指定医の

指定の申請を行ったＣ医師が診断又は治療に十分な関わりを有していない症

例を本件ケースレポートに記載したことにつき，ケースレポートを作成する20 

際の指導・確認という指導医の責務を怠り，本件ケースレポートに署名し，

その結果，指定医の指定の要件を満たさない申請について要件を満たすもの

と誤認させ，不適切な指定医の指定を招いたことを前提とするものであると

ころ，このような原告の行為が，「医事に関し…不正の行為」（医師法４条

４号）に該当することは明らかであり，このような行為は，指定医制度の趣25 

旨を没却するものであり，その趣旨を潜脱する申請者の行為を助長し，実質
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的に加担するに等しいものである。また，これを漫然と放置すれば，更に同

様の事態を招くなど患者の人権侵害の高度の危険を生じさせることとなる。 

そうすると，本件戒告処分を行ったことには合理性が認められるから，本

件戒告処分がその裁量権の範囲を逸脱し又は濫用するものとは認められず適

法であり，職務上の法的義務に違背する行為ではない。 5 

第５ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

前記前提事実に加え，掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実

が認められる。 

(1) 本件病院の精神科病棟における診療態勢 10 

ア 本件病院では，本件患者が入院していた平成１８年６月１３日から同年

７月１２日までの当時（以下，本件病院の態勢等については，特に断らな

い限り，その当時のことをいう。），患者が入院すると，複数の医師が主

治医となって共に診療を行うこととされ，主治医のうち，講師や助教等の

経験が豊富ないわゆるスタッフ医師が上級医，経験の浅い前期専攻医や研15 

修医が下級医，上級医と下級医の中間的な立場にある，数年単位で精神科

の臨床経験がある医師が中級医とされ，それぞれの立場に従った役割を果

たすものとされていた（Ｄ証人，原告本人）。 

そして，上級医は，複数の主治医からなるチーム全体を管理し，中級医

以下の医師を指導し，診療全体に影響する重要な判断及び決定をするほか，20 

指定医の業務を行い，中級医は，上級医の指導を受けながら日々の実践的

な診療における判断及び決定をするとともに下級医の指導をし，下級医は，

上級医及び中級医の指導を受けて診療録の記載や処方箋の発行，検査の依

頼をすることとされていた（甲１５，８１，Ｄ証人，原告本人。以下，上

級医が中級医以下の医師を指導し，中級医が下級医を指導する態勢を「屋25 

根瓦方式」という。）。 
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本件病院では，入院係とされた医師が患者ごとに主治医を決定し，一覧

表を作成してパソコンに保存して管理をしており，原告，Ｃ医師らが入院

係を担当していた（甲８１，８６，乙７）。 

イ 本件病院では，患者が入院すると，主治医において，１週間以内に入院

サマリー（患者の現病歴，現症，検査所見，暫定診断，その診断に関する5 

コメント，治療方針等が記載されるもの）を作成するものとされていた（甲

１０，１５，乙１３〔４頁〕）。 

入院サマリーは，主治医のうち下級医が原案を作成し，中級医が確認し，

その指示に基づいて下級医が修正し，更に上級医が確認し，その指示に基

づいて下級医が修正するという過程を経て作成され，その内容が週に１回，10 

教授も出席して開催される症例検討会で発表されて協議がされ，同協議の

内容を反映して完成されるものとされていた。そして，入院サマリーの作

成に関与する主治医は，当該患者を診察した上で，症例検討会での質疑に

対応できるよう，周到に準備をするものとされていた。（以上につき，甲

１０，１３～１５，８６，Ｄ証人，原告本人） 15 

また，患者が退院すると，入院サマリーと同様の過程を経て退院サマリ

ーが作成されるものとされ，主治医は，症例検討会における退院サマリー

の協議に備え，周到に準備をするものとされていた（甲１０，１３～１５，

Ｄ証人）。 

ウ 本件病院では，平日は，毎日午後５時に医局に出勤している全ての医師20 

が集まり，当直医への引継ぎを兼ねて３０分から６０分間程度，ミーティ

ング（以下「終了ミーティング」という。）を行い，当日の入院患者の状

況について報告し合い，治療方針について議論をすることとされており，

本件患者が医療保護入院をしている間は，毎回の終了ミーティングで取り

上げられ，報告及び議論がされていた（甲９，１０，８６）。 25 

エ 本件病院において，複数の医師が一緒に診察を行い，そのうちの一人が
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診療録に記載をする場合，記載した者以外の署名を残すか否かについて，

明確な決まりはなく，そのような場合，下位の立場の医師が記載をする傾

向にあった（甲１１，１５，Ｄ証人，原告本人）。 

(2) Ｃ医師の本件病院における立場等 

ア Ｃ医師は，平成１４年５月に医師になり，Ｅ医療センター（当時のＦ病5 

院。）精神科において約３年間勤務し，別の病院の精神神経科で約１年間

勤務した後，平成１８年４月に本件病院の専攻医となった。Ｃ医師は，そ

の１か月後の同年５月，本件病院においていわゆるスタッフ医師が不足し

ていた事情もあり，助手になったが，スタッフ医師として一番上の立場で

後期専攻医以下の立場の医師を指導する立場に立つことは荷が重いと感10 

じ，許可を得て，助手でありながら二番目の立場で診療に当たることにな

った。（以上につき，甲９，８６） 

イ Ｃ医師は，本件病院において，リエゾン（身体疾患に伴う精神疾患を有

する患者に対し，心身の両面に配慮しながら治療を行う精神医学の一分野）

の担当をしていた（甲１０，１１，１５，８６，原告本人）。 15 

ウ Ｅ医療センターは，Ｇ地方における精神科の基幹病院と位置付けられて

おり，措置入院患者等，精神科救急領域の患者が集まりやすい病院であっ

たところ，Ｃ医師は，同病院で勤務していたとき，１年目は，外来は上位

の医師に陪席し，入院患者については，上位の医師の下で主治医として担

当するほか，一部の患者については一人で担当し，２年目以降は，外来を20 

任され，入院患者は基本的に一人で担当していた。また，Ｃ医師は，同病

院において，アルコール等の中毒性精神障害の入院患者について２，３例，

外来患者を含めると７，８例を担当したことがあった。（以上につき，甲

９，１０，８１，８６，原告本人） 

(3) 本件症例に係る診療経過の概要等 25 

ア 本件患者は，長期間にわたる多量の飲酒歴があったところ，平成１８年
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６月１２日（以下で記載する本件症例に関する出来事は，いずれも平成１

８年のものであり，年の記載は省略する。），不審な行動が出現して路上

で警察に保護され，翌１３日，兄に連れられて本件病院を受診した。そし

て，本件患者は，意識変容，記憶障害及び見当識障害がみられ，アルコー

ル離脱症候群（アルコール依存症）と診断され，兄の同意を得て，本件病5 

院に医療保護入院（精神保健福祉法３３条）をすることとなった（乙１３

〔４，１０，１８，１９，２６頁〕。 

本件患者は，アルコール離脱症状のほか，肝機能障害，低カリウム血症

等の身体合併症が認められ，それらの治療も必要とされた（甲６０，乙１

３〔４，３５頁〕）。 10 

イ 入院係であった原告及びＣ医師は，６月１３日，本件患者の主治医を編

成し，上級医の立場として原告，中級医の立場としてＣ医師，Ｈ医師及び

Ｉ医師，下級医の立場として前期専攻医のＪ医師及びＤ医師のほか，研修

医のＫ医師がなった（研修医は，その後，Ｌ医師，Ｍ医師が順次交替して

主治医となった。以下，これらの本件患者の主治医らを総称して「本件主15 

治医グループ」という。）（甲１０，１５，８６，乙１３，Ｄ証人）。 

本件主治医グループの中で，Ｃ医師は，精神科の経験年数が５年目で，

原告に次ぐ立場にあり，その次に精神科の経験年数が３年目で助手のＨ医

師，精神科の経験年数が４年目で大学院生のＩ医師が続くという位置付け

であった（甲１２，１４，８６，原告本人）。 20 

Ｊ医師及びＤ医師は，４月から本件病院で前期専攻医として勤務するよ

うになったところであり，本件患者の入院時において，前期専攻医として

３か月に満たない経験しか有しておらず，それ以前の精神科での経験は，

研修医として３か月又は６か月程度診療に携わったことがあっただけであ

ったから，上位の立場の医師と共に診察を行うことも多く，患者の状態の25 

判断，投薬の種類や量等の決定を含む治療方針の決定については，単独で
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判断するのではなく，上位の立場にある医師の判断を仰ぐことが多かった

（甲１１，１３，６０，６１，８１，Ｄ証人，原告本人）。 

ウ 本件病院では，アルコール依存症の症例は少なく，身体合併症も認めら

れる本件症例のような症例に携わった経験があるのは，本件主治医グルー

プの中では，原告のほか，Ｅ医療センターで同様の経験を有していたＣ医5 

師しかいなかった（甲１０，６０，６１，８１，８６，Ｄ証人，原告本人）。 

原告は，アルコール薬物医学会の役員をしたこともあり，アルコールを

含めた様々な依存症の診療における画像検査等の重要性に関する研究を

行っていた（甲６０，８１）。 

エ 本件患者は，６月１３日及び翌１４日，低カリウム血症と診断され，カ10 

リウムの点滴又は点滴と内服薬による補正が行われたところ，Ｊ医師が本

件診療録にこれらのことを記載した（甲６０，乙１３〔３５～３７頁〕）。 

オ 原告，Ｊ医師，Ｄ医師及びＫ医師は，６月１４日，担当看護師４名と共

に，本件症例の入院目的，治療方針，看護方針等についての情報を共有す

るカンファレンスを行った（乙１３〔２９３頁〕，Ｄ証人）。 15 

カ Ｄ医師は，６月１８日（日曜日），３回にわたり，本件診療録に本件患

者に対する問診の結果を記載したところ，その中に「健忘はコルサコフ症

候群によるもの？」との記載がある（乙１３〔４８，４９頁〕）。 

キ 原告は，６月１９日，その日の午後に開催される症例検討会に備えるた

め，Ｃ医師を含む主治医らに対し，依存症の一般的知識，依存症における20 

脳画像検査の意義のほか，酒害教育や酒害教育への脳画像検査の活用など

についての指導を行った（甲６０，６１，Ｄ証人）。 

ク 本件主治医グループの下級医が本件症例の入院サマリーの原案を作成

し，上位の各医師がそれを順次確認し，修正する過程を経て作成した入院

サマリーが，同日，症例検討会で発表され，その場でされた議論を踏まえ25 

て，本件主治医グループにおいて，最終的な入院サマリーを完成させた（甲



 

35 
 

１０，６０，Ｄ証人，原告本人）。本件主治医グループに属する医師は，

いずれも同症例検討会に臨むまでの間に，本件患者を診察した（甲１５）。 

ケ 原告，Ｄ医師及びＫ医師は，同日，担当看護師６名と共に，本件症例に

ついて，主治医側で決めた治療方針等の情報を共有するためのカンファレ

ンスを行い，そこで，点滴を終了する方針についても共有がされた（乙１5 

３〔２９４頁〕，Ｄ証人）。 

コ 同日，本件患者に対する点滴及び心電図検査が中止され，Ｄ医師が本件

診療録にこのことを記載した（乙１３〔５５頁〕，Ｄ証人）。 

サ Ｄ医師は，同日，本件患者に対し，患者がたばこを吸いたいと述べたの

に対し，１日に吸う本数を６本とするよう述べ，本件診療録にこのことを10 

記載した（乙１３〔５６頁〕）。 

シ ６月２１日，本件患者に投与されていた低カリウム血症に対する薬を減

量することとなっていたところ，Ｊ医師が本件診療録にこのことを記載し

た（乙１３〔５５，６０，１５１頁〕）。 

ス ６月２２日，本件患者に対して処方されていた抗不安薬であるジアゼパ15 

ムの減量がされ，Ｋ医師及びＤ医師が，それぞれ本件診療録にこれらのこ

とを記載した（乙１３〔６０～６３頁〕）。 

セ Ｃ医師は，同日，本件患者を診察し，気分，睡眠の状況，飲酒欲求等に

ついて問診し，その表情を観察し，ジアゼパムの減量の影響はみられず，

特に気分も問題ない旨診断し，本件診療録にこれらのことを記載した（乙20 

１３〔６３，６４頁〕，Ｄ証人）。もっとも，同日午後１０時以降，本件

患者に対し，ジアゼパムの頓服の投与がされた（乙１３〔１５１頁〕）。 

ソ ６月２３日の午前９時頃から，本件患者に対し，酒害についての説明が

され，Ｊ医師が本件診療録にこのことを記載した（乙１３〔６６頁〕）。 

タ 原告が同日午前１０時４０分頃から本件患者を診察し，酒害について説25 

明をした（乙１３〔６５頁〕）。 
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チ ６月２６日，本件患者は，服薬の時間帯が変更され，睡眠剤（アモバン）

の頓服を指示され，Ｄ医師が本件診療録にこのことを記載した（甲６１，

乙１３〔６７頁〕）。 

ツ ６月２７日，本件患者に対し，酒害教育が行われ，Ｊ医師が本件診療録

にこのことを記載し，Ｄ医師との連名で署名をした（甲６０，６１，乙１5 

３〔１２８，１２９頁〕，Ｄ証人）。 

テ ６月２８日，本件患者に対し，アルコール依存症の評価尺度を用いて酒

害教育がされ，Ｊ医師が本件診療録にこのことを記載した（甲６０，乙１

３〔１３２頁〕）。 

ト Ｈ医師は，６月２９日午前１０時１５分頃，本件患者に対し，酒害につ10 

いて説明をし，本件診療録にこのことを記載した（乙１３〔１３２頁〕）。 

ナ ６月２９日午後２時４０分頃，本件患者に対し，酒害教育として，アル

コールの脳に対する影響の説明がされ，Ｄ医師が本件診療録にこのことを

記載した（乙１３〔６９頁〕）。 

ニ 原告は，７月１日，本件患者の前頭葉機能検査をするに当たり，脳画像15 

検査の有用性について，Ｃ医師を含む全主治医に対する説明をし，Ｄ医師

は，この説明を受けて，本件診療録に，脳画像検査をしながら酒害教育し

ていく旨の記載をした（甲６１，乙１３〔７１頁〕）。 

ヌ Ｄ医師は，７月１日及び３日，本件患者に対し，酒害教育に関する資料

を指摘しながら説明を行った（甲６１，乙１３〔７１，７２頁〕，Ｄ証人）。 20 

ネ Ｄ医師は，７月４日，本件診療録に，本件患者に対するジアゼパムを減

薬する旨の記載をした（甲６１，乙１３〔７３頁〕）。 

ノ ７月６日，本件患者に対し，脳画像検査の結果を示しつつ，酒害教育が

され，Ｄ医師が本件診療録にこのことを記載した（乙１３〔７７頁〕）。 

ハ Ｈ医師は，７月８日，本件患者を診察し，酒害への理解が不十分である25 

と判断し，引き続き酒害教育（education）を続けていく旨を本件診療録に
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記載した（乙１３〔７８頁〕）。 

ヒ ７月１０日，本件患者に対し，生い立ちや飲酒歴についての聞き取りが

され，Ｄ医師が本件診療録にこのことを記載した（乙１３〔８０頁〕）。 

フ ７月１１日，本件患者に対し，処方されていた薬（ザイロリック，ビタ

メジン）の処方を中止することとされ，Ｊ医師が本件診療録にこのことを5 

記載した（乙１３〔８２頁〕）。 

ヘ 本件患者は，７月１２日，医療保護入院としては退院し，任意入院とな

って入院を続けることになった（乙１３〔８４頁〕）。 

ホ Ｃ医師は，同日，本件患者の入院が任意入院となった後，本件患者を診

察し，睡眠の状況，気分，飲酒欲求等について問診し，表情に力がなく，10 

会話も小声で抑揚がなく，受動的（passive）な印象であって，今後の目標

がないことから，以前の飲酒習慣に戻る可能性が懸念される旨の診断をし，

本件診療録にその旨の記載をした（乙１３〔８４頁〕）。 

マ 本件患者は，１０月１日，本件病院を退院し，本件主治医グループのう

ちの下級医が退院サマリーの原案を作成し，上位の医師の確認及び修正を15 

経た退院サマリーが症例検討会で発表され，そこでの議論を踏まえ，本件

主治医グループにおいて，最終的な退院サマリーを完成させた（乙１３〔５，

２７２頁〕）。 

(4) 本件診療録の記載 

ア 本件診療録の「入院診療録」と題する書面の「担当医」欄には，「Ｎ・20 

Ｄｒ，Ｃ・Ｄｒ，Ｈ・Ｄｒ，Ｉ・Ｄｒ，Ｊ・Ｄｒ，Ｋ・Ｄｒ」と記載され，

下部の「主治医」欄には，「Ｎ・Ｄｒ，Ｃ・Ｄｒ，Ｈ・Ｄｒ，Ｉ・Ｄｒ，

Ｊ・Ｄｒ，Ｋ・Ｄｒ→Ｌ・Ｄｒ→Ｍ・Ｄｒ」と記載されている（乙１３〔３

頁〕）。 

イ 本件診療録のうち，本件患者が医療保護入院していた期間中（６月１３25 

日～７月１２日の３０日間）の記載をみると，Ｊ医師及びＤ医師のいずれ
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か一方が，６月２５日，７月２日及び同月９日の３日（いずれも日曜日）

を除いて毎日記載しており，そのうち，Ｊ医師が記載し，単独の署名又は

押印をしたものが１３回（１０日），Ｊ医師が記載したが署名も押印もし

なかったものが２回（６月１４日及び６月２０日），Ｊ医師が記載し，Ｄ

医師と連名の署名をしたもの（研修医とも連名の署名をしたものを含む）5 

が３回（３日）あり，Ｄ医師が記載し，単独の署名を付したものが１５回

（１２日）ある。そして，研修医（Ｋ医師又はＬ医師）による記載が１１

回（１１日），Ｉ医師による記載が４回（３日），Ｈ医師による記載が３

回（３日），Ｃ医師による記載が２回（６月２２日と７月１２日），原告

による記載が６回（６日）ある（甲６０，乙１３〔３４～８４，１２７～10 

１３２頁〕）。ただし，Ｃ医師による７月１２日の記載は，本件患者の入

院が同日，医療保護入院から任意入院に切り替わった後にされたものであ

る（乙１３〔８４頁〕）。 

ウ 本件症例の入院サマリーの主治医欄には，「Ｎ Ｃ Ｈ Ｉ Ｊ Ｄ 

Ｋ」と記載されており，退院サマリーの主治医欄には，「Ｎ Ｃ Ｈ Ｉ 15 

Ｊ Ｄ Ｋ→Ｌ→Ｍ」と記載されている（乙１３〔４，５頁〕）。 

(5) 本件症例に対するＣ医師の関わり 

Ｃ医師は，前記(3)（ク，セ，ホ，マ）のとおり，本件主治医グループの一

員として，入院サマリーの作成に携わり，その際に本件患者を診察し，６月

２２日及び７月１２日に自ら診察をし，退院サマリーの作成に携わったこと20 

が認められる。また，その他のＣ医師の本件症例に対する関わりとして，次

のとおりの事実が認められる。 

ア Ｃ医師は，しばしばＪ医師及びＤ医師と共に本件患者を診察したり，そ

れらの医師の本件患者に対する診察に同席したりし，そのような診察後に

本件患者の治療方針等について議論をしたり，指導をしたりしていた（甲25 

１０，１１，１３，Ｄ証人）。 
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イ Ｃ医師は，Ｊ医師及びＤ医師に対し，本件症例に関し，酒害教育の具体

的な方法について教えたり，自ら本件患者に対する酒害教育を行うに際し，

Ｊ医師及びＤ医師を同席させて見せたり，Ｊ医師及びＤ医師が酒害教育を

行う際に同席して指導したりした（甲１１，１３，６０，６１，８６，Ｄ

証人）。 5 

ウ Ｃ医師は，本件患者に対する治療方針のうち，重要度が低く，上級医の

判断を要するまでもないものについて決定をすることがあり，それらをＪ

医師及びＤ医師に指示することがあった（甲１０，８６，Ｄ証人）。 

(6) 原告の本件証明行為 

Ｃ医師は，当時Ｂ病院の院長として勤務していた原告に対し，平成２３年10 

６月２４日付けで作成した本件ケースレポートについて，指導医として署名

するよう依頼し，原告は，それに応じ，本件ケースレポートの「このケース

レポートは，私が常勤として勤務したＡ大学附属病院において，上記期間中

私の指導のもとに診断又は治療を行った症例であり，内容についても，厳正

に確認したことを証明します。」との記載の下の「指導医署名」欄に署名を15 

した（本件証明行為）（甲１９，原告本人）。 

(7) 本件指定取消処分に至る経緯等 

ア Ｏ病院の指定医の指定取消処分 

厚生労働大臣は，平成２７年４月１５日及び同年６月１７日付けで，Ｏ

病院の指定医（１１名の申請医と１２名の指導医）につき，指定医の指定20 

申請時に，申請者が自ら担当として診断若しくは治療に十分な関わりを有

していない症例をケースレポートとして提出し，又は，指導医が当該ケー

スレポートに係る指導及び確認を怠りながら，指導医としてケースレポー

トに署名したとして，指定医の指定の取消処分をした（甲７，２８，乙１，

４）。 25 

イ 前記アの処分を契機とした調査等 
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厚生労働大臣は，前記アの処分を契機として，平成２１年１月から平成

２７年７月までの間に指定医の指定の申請をした３３７４人を対象に調

査をした。具体的には，まず，複数の医師が同一症例の同一入院期間につ

いてケースレポートを重複して提出している症例を特定し，それらの症例

について，各患者が入院していた医療機関に診療録の写しの提出を求めた5 

上で，診療録への記載が全くないか，診療録への記載が週１回未満であり，

記載内容からも診断又は治療に十分な関わりがあったとは認められない

申請者については，更なる調査をするため，医療機関に対し，診断又は治

療に十分な関わりがあることを示す関係資料の提出を求めた。 

厚生労働大臣は，原告を含む処分対象者に対する聴聞，医道審議会にお10 

ける審査及び答申を経て，平成２８年１０月２６日，申請医及び指導医の

合計８９名の指定医の指定取消処分をし，厚生労働省は，それら８９名の

実名を行政処分対象者として掲げたプレスリリースを発出し，報道もされ

た。（以上につき，甲２２，乙１，５，１０） 

ウ 本件指定取消処分に関する調査 15 

厚生労働大臣は，前記イの調査の過程で，Ｃ医師が指定医の指定申請時

に提出したケースレポートの対象症例のうち，本件症例を含む３症例が他

の申請医と重複して提出されていることを特定し，Ａ大学附属病院に対し，

本件症例に関する診療録の写しの提出を求め，提出された診療録を精査し

たところ，本件症例については，本件診療録にＣ医師の記載が２回しかな20 

かったことから，更なる調査のための関係資料の提出を求め，同病院の病

院長は，診療態勢に関する資料や本件症例等に対するＣ医師の関与につい

ての見解を示した書面を提出した（甲１６～１８，乙５，６）。 

(8) 本件戒告処分等 

ア 厚生労働大臣は，平成３０年３月７日付けで，原告に対し，本件戒告処25 

分をした。原告を含む指定医に対する戒告処分がされたことは公表され，
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報道もされた。（以上につき，前記前提事実(4)，甲６８，６９） 

イ 原告に対し，本件戒告処分がされた情報は，インターネット上に残存し

ており，それらを閲覧することができる（甲６８，６９）。 

２ 前記認定事実(5)（本件症例に対するＣ医師の関わり）についての補足説明 

前記認定事実(5)は，本件診療録に直接記載されていない事実をも認定したも5 

のであるところ，そのように認定した理由について，以下で補足して説明する。 

(1) 本件病院において，複数の医師が一緒に診察を行い，そのうちの一人が診

療録に記載をする場合，その者以外の者の署名を残すか否かについて，明確

な決まりはなかったものと認められる（前記認定事実(3)エ）。 

そして，屋根瓦方式の下では，下級医が中級医以上の医師と一緒に診察す10 

ることもしばしばあったと考えられるところ，本件症例においても，複数の

主治医が一緒に診察するようなこともしばしばあったと考えられ，連名の署

名がされているのは３回だけであり（６月１７日，２４日，２７日），その

いずれもが下級医のみの署名であることからすると（乙１３〔４６，６７，

１２９頁〕），複数の医師が一緒に診察をしたが，そのうちの一人の署名の15 

みがされた場合もしばしばあったものと考えられる。また，本件症例におい

て，本件診療録への記載が１日に１回だけのこともあることに照らせば，診

察をしたが，特記すべきことがない場合等，診察したこと自体が診療録に残

らない場合もあると考えられるから，本件症例において，医師が診察をしな

がら，本件診療録に記載がなかったこともしばしばあったものと認められる。 20 

(2) 原告，Ｃ医師及びＤ医師は，立場の異なる複数の医師が一緒に診察をした

場合，下位の立場の医師が診療録への記載をしていた旨の証言や供述（甲８

６，Ｄ証人，原告本人）をしているところ，経験の少ない医師が診療録への

記載をすることで，診療録の記載方法を学ぶのみならず，当該症例について

も考察を深める契機となるものと考えられることから，立場の異なる複数の25 

医師が一緒に診察をした場合，教育的観点から，下位の立場の医師が記載を
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し，署名をする傾向にあったとしても不自然ではない。そして，本件診療録

をみると，下級医であるＪ医師，Ｄ医師及び研修医による記載が多くなって

おり（前記認定事実(4)イ），その傾向が表れたものと理解することができる。 

(3) ところで，本件患者の主治医として，精神科医としての経験年数に応じ，

上級医として原告，中級医としてＣ医師，Ｈ医師及びＩ医師，下級医として5 

Ｊ医師，Ｄ医師及び研修医から成る本件主治医グループが構成されていた（前

記認定事実(3)イ）。そして，本件病院では，上級医は，チーム全体を管理し，

中級医以下の医師を指導し，診療全体に影響する重要な判断及び決定をする

ほか，指定医の業務を行い，中級医は，上級医の指導を受けながら日々の実

践的な診療における判断及び決定をするとともに下級医の指導をし，下級医10 

が上級医及び中級医の指導を受けて診療録の記載や処方箋の発行，検査の依

頼をするものとされており（前記認定事実(1)ア），本件主治医グループも，

それぞれの主治医が地位に応じた役割を果たすことを期待して構成されたも

のとみられ，実際にも，概ね期待した役割に応じて診療に携わっていたもの

と認められる。 15 

そのような中で，Ｊ医師及びＤ医師は，本件患者の入院時，前期専攻医と

なって３か月に満たない経験しか有しておらず（前記認定事実(3)イ），殊に，

本件病院では本件症例のようなアルコール依存症の症例は少なかったことか

ら（前記認定事実(3)ウ），Ｄ医師の証言（Ｄ証人）や原告の供述（原告本人）

にあるように，Ｊ医師及びＤ医師が本件症例において，単独で判断又は実施20 

をすることができる事項は限られていたものと考えられる。 

(4) そして，本件診療録の記載に基づき，前記認定事実(3)エ～マのとおりの

事実が認められるところ，Ｊ医師及びＤ医師は，自らが本件診療録に記載し

たもののうち，複数のもの（前記認定事実(3)エ，カ，コ～ス，ソ，チ～テ，

ナ，ヌ，ネ，ヒ，フ）について，Ｃ医師から指示を受けたり，Ｃ医師と一緒25 

に診察をしたりするなど，Ｃ医師の関与があった可能性がある旨の供述又は
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証言をしている（甲６０，６１，Ｄ証人）。 

上記のようなＪ医師及びＤ医師の当時の経験や立場に照らせば，例えば，

カリウムの補正（前記認定事実(3)エ），点滴及び心電図検査の中止（同コ），

低カリウム血症に対する薬の減量（同シ），抗不安薬であるジアゼパムの減

量（同ス，ネ），酒害教育に関するもの（同ソ，ツ，テ，ナ，ヌ，ヒ），睡5 

眠剤の頓服（同チ），薬の処方の中止（フ）について，Ｊ医師及びＤ医師が

単独の判断又は単独で行ったものではないとする供述及び証言は，十分に信

用することができ，本件主治医グループの上級医又は中級医と共に行ったか，

それらの指示を受けて行ったものとみられる。 

  そして，これらについて，Ｃ医師の関与の可能性があったとする点につい10 

ての供述及び証言については，そのうち，点滴及び心電図検査の中止（同コ）

については，そのような治療方針が，看護師を含むカンファレンスで共有さ

れていたことからすると（同ケ），Ｃ医師の指示ではなかった可能性が十分

にあり，このようなものが含まれていることからすると，上記の供述及び証

言は，明確な記憶に基づくものではなく，Ｃ医師が果たしていた役割を根拠15 

に推測しているものであるとみられるから，それらの全てについて，Ｃ医師

の関与があったと認定することは相当ではない。 

もっとも，本件主治医グループの上級医及び中級医のうち，上級医である

原告は，本件主治医グループ全体を管理するなどの役割を果たしていたこと

からすると，頻繁に自ら診察をしたり，重要でない事項について下級医に指20 

示をしたりしていたとは考えにくい。そして，その次の立場にある中級医の

うち，Ｃ医師のみがＥ医療センターで，精神科医としてアルコール依存症の

症例を担当した経験もあったものと認められ（前記認定事実(2)ウ），中級医

の中でもＣ医師がその経験も踏まえ，本件症例に深く関わることが期待され

ていたこと，現に自ら本件診療録に記載をするなど主治医として本件症例に25 

携わっていたことが認められることからすると，Ｃ医師が下級医に指示をす
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るなどして本件症例に実際に関わっていたとする原告，Ｃ医師，Ｊ医師及び

Ｄ医師の供述や証言（甲６０，６１，８１，８６，Ｄ証人，原告本人）は，

基本的に信用することができる。 

また，Ｄ医師は，本件症例に限らないことについてではあるが，Ｃ医師と

共に診察をする場合のことについて，Ｃ医師から声を掛けられて出発したり，5 

自らが付き添うことを申し出て出発したりすることがあった旨具体的に証言

し，その内容からみて，真に体験したことをそのまま証言していたものと認

められるから，Ｄ医師がＣ医師と共に診察に行くことがしばしばあったこと

を認めることができる。 

以上からすると，Ｊ医師及びＤ医師が本件診療録に記載したもの（前記認10 

定事実(3)エ，カ，コ～ス，ソ，チ～テ，ナ，ヌ，ネ，ヒ，フ）のうち，いく

つかについては，具体的に特定することはできないものの，Ｃ医師が共に診

察し，又は指示するといった関与があったと認めるのが相当である。 

(5) 以上により，Ｃ医師は，本件患者に対する関わりとして，客観的な記録が

残っていないことから具体的な日時を特定して認定することは困難であるも15 

のの，前記認定事実(5)で認定した限度で，そのようなことがあったものと認

められると判断した。 

３ 争点１(1)（本件指定取消処分の実体上の違法事由）について 

(1) 本件指定取消処分についての裁量の範囲等（争点１(1)ア） 

ア 精神保健福祉法１９条の２第２項は，「指定医がこの法律若しくはこの20 

法律に基づく命令に違反したとき」という事由のほか，指定医が「その職

務に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不適当

と認められるとき」という規範的な評価を要する事由を掲げ，これらの事

由が認められるときは，指定医の指定を取り消し，又は期間を定めてその

職務の停止を命ずる処分をすることができると定めている。そして，同項25 

の規定上，被処分者が上記の規範的な処分事由に該当するか否か及びこれ
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らの処分事由が認められる場合に指定の取消し又は職務の停止のいずれの

処分を選択するかについては，具体的な基準が定められていない。また，

指定医の指定においては，精神保健福祉法１９条の４所定の指定医の職務

を行うのに必要な知識及び技能を有すること（精神保健福祉法１８条１項

柱書き）や厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程5 

度の診断又は治療に従事した経験を有すること（同項３号）といった専門

的見地からの判断を要する事項が要件とされており，その指定の取消しや

職務の停止に関わる上記の規範的な処分要件該当性の有無や処分選択につ

いてもまた，専門的見地からの判断を要するものというべきであることを

考慮すると，かかる規範的な処分要件該当性の有無及び処分選択に関する10 

判断については，精神保健福祉法１９条の２第３項に基づき医道審議会の

意見を聴く前提の下で，厚生労働大臣の合理的な裁量に委ねられているも

のと解される。 

したがって，厚生労働大臣が精神保健福祉法１９条の２第２項に基づき

その裁量権の行使としてした指定医の指定の取消しの処分は，同項所定の15 

規範的な処分要件該当性の有無及び処分選択に係るその判断が，重要な事

実の基礎を欠き又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められ

る場合に限り，裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法

となると解するのが相当である。 

イ(ア) 精神保健福祉法１８条１項は，患者本人の意思によらない入院医療20 

や一定の行動制限を行うことがある精神科医療において，指定医が患者

の人権にも十分に配慮した医療を行うのに必要な資質を備えている必要

があるとの観点から，５年以上診断又は治療に従事した経験（１号）及

び３年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験（２号）に加え，厚

生労働大臣が定める精神障害につき同大臣が定める程度の診断又は治療25 

に従事した経験を有すること（３号）等の要件を満たす医師であり，か
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つ各種の入院や行動制限の要否の判定などの同法１９条の４所定の職務

を行うのに必要な知識及び技能を有することを指定医の指定の要件とし

ており，その指定につき厳格な要件を定めている。 

(イ) 前記の規定を受けて，精神科実務経験告示は，精神保健福祉法１８

条１項３号の「厚生労働大臣が定める精神障害」及び「同大臣が定める5 

程度」について，６つの精神障害について，合計で８例以上の症例を経

験しなければならないと具体的に定め，指定医事務取扱要領は，同号の

「診断又は治療に従事した経験」について，指定医の指定申請時に提出

するケースレポートにより確認するものとし，ケースレポートの対象と

する患者については，指導医の指導のもとに自ら担当として診断又は治10 

療等に十分な関わりをもった症例について報告するものであり，少なく

とも一週間に４日以上，当該患者について診療に従事したものでなけれ

ばならず，原則として入院から退院までの期間継続して，当該患者につ

いて診療に従事した症例を対象とするものでなければならない旨を定め

ているところ，指定医事務取扱要領のかかる内容は，前記の指定医の指15 

定について厳格な要件を定めた精神保健福祉法の趣旨に沿うものという

ことができ，合理性を有するものということができる。 

(ウ) また，指定医事務取扱要領が，ケースレポートの対象となる症例と

して，申請医が「自ら担当として診断又は治療等に十分な関わりを持っ

た」ものに限っており（同２(2)），指導医の役割として，「ケースレポ20 

ートの作成に当たり，・・・ケースレポートの内容の確認を行い，指導

の証明を行うこと。」（同３(1)）と定めていることからすると，同取扱

要領は，指導医に対し，申請医がケースレポートに記載した症例につき，

「自ら担当として診断又は治療等に十分な関わりを持った」ことについ

ての証明をも求めているものと解される。そして，同取扱要領がケース25 

レポートにより，指定医として必要とされる法的，医学的知識及び技術
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を有しているかについて確認するものとした上で，ケースレポートの内

容の正確性等を担保するため，指定医である指導医に証明等を求めたこ

とは，審査の在り方として合理性を有するものであるということができ

る。 

(2) 精神保健福祉法１９条の２第２項の「指定医として著しく不適当と認めら5 

れるとき」に該当するとした判断の適否（争点１(1)イ） 

ア 本件指定取消処分は，本件ケースレポートの対象症例である本件症例が

十分な関わり要件を満たすものではなかったとの事実を前提に，原告が行

った本件証明行為につき，Ｃ医師の本件ケースレポートを作成する際の指

導・確認という指導医の責務を怠り，精神保健福祉法１８条１項の要件を10 

満たさない申請について要件を満たすものと誤認させたなどとして，精神

保健福祉法１９条の２第２項に規定する「指定医として著しく不適当と認

められるとき」に該当することを理由とするものである。そこで，本件症

例が十分な関わり要件を満たすものではなかったといえるか否かについて

検討する。 15 

イ 十分な関わり要件の意義（争点１(1)イ(ア)） 

指定医事務取扱要領は，精神保健福祉法１８条１項３号及び精神科実務

経験告示に規定する「診断又は治療に従事した経験」については，指定医

の指定申請時に提出するケースレポートにより，指定医として必要とされ

る法的，医学的知識及び技術を有しているかについて確認するものとして20 

いる。また，精神保健福祉法において，指定医は，患者の意思に基づかな

い入院の判定等の職務を行うこととされており，患者の人権にも十分に配

慮した医療を行うに必要な資質を備えていることが求められていることに

鑑みると，ケースレポートに記載する症例は，当該申請医が当該症例を通

じ，精神保健福祉法の求める上記の指定医としての資質，すなわち相応の25 

法的，医学的知識及び技術を得ることができたかどうかを判定できるもの
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でなければならず，当該申請医が当該症例に十分な関わりを有していたこ

とが当然の前提として必要となる。このような観点から，指定医事務取扱

要領は，ケースレポートの対象として，申請医が「自ら担当として診断又

は治療等に十分な関わりを持った症例」に限ることとしたものと解される。

そして，「自ら担当として」，「十分な関わりを持った」との文言が用い5 

られていることをも踏まえると，指定医事務取扱要領にいう「自ら担当と

して診断又は治療等に十分な関わりを持った症例」との要件（十分な関わ

り要件）とは，当該申請医自身が当該症例を受け持つ立場で直接的かつ継

続的に当該患者の診断又は治療等に携わった場合をいうものであり，他の

医師が行う診断又は治療の補助や助言をするなどの補佐的な立場で関与す10 

るにとどまる場合はこれに含まれないものと解するのが相当である。なお，

十分な関わり要件の判断においては，「診断又は治療等」とあることから，

診断及び治療のみに限られず，「等」に含まれ得る診断及び治療に関連す

る行為も考慮の対象とすることができるものと解される。 

ウ Ｃ医師の本件症例への関わりの程度と十分な関わり要件該当性（争点１15 

(1)イ(イ)） 

(ア) 十分な関わり要件該当性の判断における事実認定について，被告は，

原則として診療録の記載内容から判断されるべきである旨を主張する。 

医師に診療録の記載義務があること（医師法２４条）や，診療録が日

常の診療等の結果が記録されるものであることなどからすると，診療録20 

が医師の診療等の事実を認定する際の有力な証拠であるということがで

きるが，複数の医師が担当する場合など，診療に関与した医師であって

も診療録に記載しないことがあり得ることからすると，十分な関わり要

件該当性の判断において，診療録の記載内容以外の資料を用いることは

当然に許されるものというべきであり，本件症例に関するＣ医師の関わ25 

りを含めた事実経過は，前記認定事実のとおり，本件診療録の記載以外
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の証拠も用いて認定した。以下，そのようにして認定した前記認定事実

を基に，本件症例が十分な関わり要件を満たすものではなかったかどう

かを検討する。 

(イ) 前記認定事実のとおり，Ｃ医師は，本件患者が入院すると，本件主

治医グループの一員となって，①入院サマリーの作成に関し，下級医が5 

作成した原案を確認するなどし，主治医として症例検討会での検討に参

加し，本件主治医グループの一員として入院サマリーを完成させ，②し

ばしばＪ医師又はＤ医師と共に，又は単独で直接本件患者を診察したり，

それらの医師の診察に立ち会ったりし，そのような診察後に本件患者の

治療方針等について議論をしたり，指導をしたりしており，③Ｊ医師及10 

びＤ医師に対し，酒害教育の具体的な方法について教えたり，自ら本件

患者に対する酒害教育を行うに際し，Ｊ医師又はＤ医師を同席させたり

して指導をし，④本件患者に対する治療方針のうち，上級医の判断を要

するまでもない重要でないものについて決定をし，それらをＪ医師及び

Ｄ医師に指示することがあり，⑤また，本件患者が任意入院として入院15 

してから以後のことではあるが，退院サマリーの作成にも関与していた

ものである。 

また，Ｃ医師が自ら本件診療録に記載したのは，任意入院に切り替わ

った直後のものを含め２回しかないが，Ｊ医師やＤ医師などの下級医と

比較すると本件診療録への記載回数は少ないものの，主治医であった他20 

の中級医との記載回数を比較しても概ねその回数は変わらないし，６月

２２日の記載（前記認定事実(3)セ）からは，本件患者の抗不安薬（ジア

ゼパム）の減量の影響を気にかけていた様子がうかがわれるなど，抗不

安薬の減量の経過等を把握していた主治医としての関わりがなければそ

のような記載をしたとも考えにくいのであって，他の主治医と遜色のな25 

い程度の関わりがあったと評価することができる。 
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以上からすると，Ｃ医師は，本件主治医グループの中で，中級医とし

て期待される役割を十分に果たしていたものとみられ，自身が本件症例

を受け持つ立場で診断又は治療等に携わっていたということができ，そ

の関与は，本件患者が入院してから任意入院に切り替わるまでの間，直

接的かつ継続的に携わっていたと評価されるべきものであり，他の医師5 

が行う診断又は治療の補助や助言をするなどの補佐的な立場で関与する

にはとどまるものではなかったというべきである。 

したがって，本件症例は，十分な関わり要件を満たすものであったと

いうのが相当である。 

エ そうすると，原告が本件証明行為を行った本件ケースレポートは，十分10 

な関わり要件を満たす症例について作成されたものであるから，本件症例

につきＣ医師に十分な関わり要件を満たさないことを前提に，本件証明行

為を精神保健福祉法１９条の２第２項に規定する「指定医として著しく不

適当と認められるとき」に該当するとした本件指定取消処分は，裁量判断

の前提となる重要な事実の基礎を欠くものといわざるを得ない。 15 

よって，本件指定取消処分は，厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱し又

はこれを濫用したものとして違法であるというべきである。 

(3) 以上によれば，本件指定取消処分は，本件指定取消処分取消請求に係るそ

の余の争点について判断するまでもなく，取消しを免れない。 

４ 争点２(1)（本件戒告処分取消請求の訴えの利益）について 20 

(1) 処分の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった場合には，当該

処分を受けた者がその取消しを求める訴えの利益は失われるのが原則である

が，当該者がその場合においてもなお処分の取消しによって回復すべき法律

上の利益を有するときは，その取消しを求める訴えの利益は失われない（行

政事件訴訟法９条１項括弧書き参照）。そして，法令の規定や行政手続法１25 

２条１項に基づいて定められ公にされている処分基準により，処分を受けた
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ことを理由とする不利益な取扱いがある場合に，当該処分を受けた者が将来

において上記の不利益な取扱いの対象となり得るときは，上記規定等により

上記の不利益な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって

回復すべき法律上の利益を有するものと解される（最高裁判所平成２７年３

月３日第三小法廷判決・民集６９巻２号１４３頁参照）。 5 

これに対し，処分を受けたことを理由とする将来の不利益な取扱いを定め

た法令の規定等がなく，処分を受けたことが将来の処分における情状として

事実上考慮される可能性があり得るにとどまる場合には，それは処分の法的

効果ではなく処分がもたらす事実上の影響にすぎないというべきであり，ま

た，処分が失効後も取り消されないことにより当該処分を受けた者の名誉，10 

感情，信用等が損なわれる可能性の存在が認められるとしても，それは処分

がもたらす事実上の効果にすぎないというべきであって，上記のような可能

性の存在をもって， 

処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とする

ことはできないものと解される（最高裁判所昭和５５年１１月２５日第三小15 

法廷判決・民集３４巻６号７８１頁参照）。 

(2) これを本件戒告処分についてみると，医師法７条２項１号に基づく医師

に対する戒告処分は，被処分者である医師に対し，その非行の責任を確認さ

せて反省を促し，再度過ちのないように戒めることを内容とするものと解さ

れ，告知された時にその効力が生じ，告知によって完結するものである。そ20 

して，同法７条の２第１項の規定によれば，前記の戒告処分を受けた医師は，

厚生労働大臣から再教育研修を受けるよう命じられることがあるが，前記前

提事実（(4)イ及び(5)）のとおり，原告は，平成３０年３月７日付けで本件

戒告処分を受けた後，同年３月２３日付けで厚生労働大臣から再教育研修を

受けるよう命じられ，同月２４日，これを修了している。また，他に，本件25 

戒告処分を受けたことを理由とする不利益な取扱いを定める法令の規定や行
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政手続法１２条１項に基づいて定められ公にされている処分基準は見当たら

ず，本件戒告処分を受けた者が将来において上記の不利益な取扱いの対象と

なり得ると認めるべき事情もうかがわれないから，本件戒告処分の取消しに

よって回復すべき法律上の利益があるということはできず，本件戒告処分の

取消しを求める訴えの利益を認めることはできない（最高裁判所昭和５６年5 

１２月１８日第二小法廷判決・裁判集民事１３４号５９９頁参照）。 

(3) これに対し，原告は，本件戒告処分により，甚大な名誉・社会的信用の侵

害を被り，仮に国家賠償請求によって金銭的な填補がされてもこれを完全に

回復することができない旨，また，医師法の趣旨に沿って，本件戒告処分を

受けた原告の氏名が公表されているから，本件戒告処分は，法律上の効果と10 

して，原告の社会的信用を低下させることが予定されていた旨主張する。 

しかしながら，原告が主張する不利益は，いずれにしても，事実上の不利

益にすぎないものであって，取消しによって回復すべき法律上の利益がある

とはいえないから，その主張を採用することはできないというべきである。 

５ 争点３（本件戒告処分の国家賠償法上の違法性の有無等）について 15 

(1) 違法性及び過失の有無 

ア 本件戒告処分は，本件指定取消処分と同一の事情，すなわち，原告がし

た本件証明行為をもって，申請者がケースレポートを作成する際の指導・

確認という指導医の責務を怠り，Ｃ医師の本件ケースレポートに署名をし

たとしてされたものであるところ，本件症例が十分な関わり要件を満たさ20 

ないものであったことが前提となっているものである。 

本件症例が十分な関わり要件を満たすものであったことは，前記２で説

示したとおりであり，原告が行った本件証明行為をもって，指導医の責務

を怠ったということの前提を欠くことになるから，本件戒告処分は，重要

な事実の基礎を欠き又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠く処分をした25 

ものと評するほかはなく，裁量権の範囲を超える違法なものというべきも



 

53 
 

のであり，国家賠償法上も違法なものであったと評価すべきである。 

イ そして，厚生労働大臣は，医師に対する戒告処分が被処分者に対し，大

きな影響を与え得るものであり，慎重にされるべきものであるところ，本

件戒告処分に至る調査その他，本件に現れた一切の事情を考慮すると，原

告がした本件証明行為について非難することができるか否かを適切に検討5 

していなかったというべきであって，本件戒告処分をしたことについて過

失があったというべきであるから，被告は，国家賠償法１条１項に基づき，

原告に生じた損害を賠償すべき義務を負う。 

(2) 損害額 

ア 原告が本件戒告処分を受けた事実については，公表及び報道がされ，現10 

在でもインターネットにその情報が残存しており（前記認定事実(8)），こ

れによって原告の名誉及び信用が毀損されたことが認められる。その他，

原告は同処分を受けたことにより，再教育研修を受講せざるを得なかった

こと（前記前提事実(5)）など本件に現れた一切の事情を考慮すると，原告

の精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は，３０万円とするのが相当である。 15 

イ 本件戒告処分と相当因果関係にある本件訴訟における弁護士費用は３万

円とするのが相当である。 

ウ 以上より，被告は，原告に対し，本件戒告処分をしたことにより，合計

３３万円の損害賠償義務を負うことになる。 

第６ 結論 20 

以上の次第で，本件訴えのうち，本件戒告処分の取消しを求める部分は不適法

であるから却下することとし，本件指定取消処分取消請求及び国家賠償請求につ

いては，本件指定取消処分の取消し並びに国家賠償法１条１項に基づく損害賠償

金として３３万円及びこれに対する本件戒告処分をした日である平成３０年３月

７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を求める限度で25 

理由があるから認容し，その余は理由がないから棄却することとし，仮執行宣言
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については，相当でないからこれを付さないこととして，主文のとおり判決する。 

大阪地方裁判所第７民事部 

 

裁判長裁判官   松 永 栄 治 

 5 

 

 

裁判官   宮 端 謙 一 

 

 10 

裁判官大塚穂波は，差支えにより署名押印することができない。 

  

裁判長裁判官   松 永 栄 治
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（別紙省略） 

 


